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川崎市 低濃度 PCB 含有電気機器に関する調査票 

 
ご多忙の中、誠に恐縮ですが、本調査票が届いた事業者様は、変圧器等やコンデンサーにおける低濃度

PCB 含有電気機器所有の有無の調査にご協力をお願いします。 
同封の依頼文書・リーフレット・参考資料等をご覧いただき、本調査票にご回答ください。 
 

 
なお、調査過程で万が一高濃度 PCB 廃棄物が発見された場合は、至急下記ホームページを確認の上、 

ご対応をお願いします。 
 
環境省 HP 「高濃度 PCB 廃棄物等の処分までの流れ」 （右の二次元コードでもアクセス可能） 

 https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/soukishori/about/flow.html  
 

本調査および封筒内の書類についてご不明な点などがございましたら下記へお問い合わせください。 

お問合せ先・回答送付先 
川崎市低濃度PCB 廃棄物等 
保管状況調査事務局 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 1-6 ICON 関内 2F 
株式会社東京商工リサーチ 横浜支店 担当︓前田・土屋 
TEL 0120-409-230    受付時間︓平日 8︓30〜17︓15（祝日除く） 
FAX 0120-851-079    受付時間︓全日 24 時間 

 

■ご記入いただいている方について、お聞かせください。 
記入内容について川崎市や委託先の川崎市低濃度 PCB 廃棄物等保管状況調査事務局（株式会

社東京商工リサーチ）から確認の連絡をさせていただくことがありますので、必ずご担当者様のお名前、電話
番号を記入してください。 （※ご回答いただきました内容は、本調査の目的以外には使用しません） 

記入年月日 令和     年     月     日 

回答者様の氏名  

回答者様の住所 〒 

回答者様の会社名  

回答者様の所属部署  

回答者様の電話番号  

回答者様のメールアドレス  

最後のページにある「調査結果回答」欄にご記入後、提出をお願いします。 
 

〒                                   

住所            送付先印刷エリア                          

会社名                                

担当者名                               

管理番号 

ご回答期限 

令和 8 年 8 月末日 

低濃度ＰＣＢ廃棄物はＰＣＢ特別措置法施行令において処分期間が令和９年３月３１日までと定められ

ております。この調査は川崎市が実施する重要な調査です。 

https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/soukishori/about/flow.html
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対象機器が含まれている工作物（自家用・非自家用）について 

 

 
 

低濃度 PCB の確認方法 
 

   

調査は製造年、型式をメーカー等に確認するか電気工事業者へ依頼する。 
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低濃度 PCB 判別方法 
１．自家用電気工作物 

電気機器 製造時期 判別方法(PCB 濃度が 0.5mg/kg を超えているか) 
変圧器等 
(絶縁油採取可能機器) 

平成６年(1994 年) 
以前 

PCB 含有の可能性あり 
☞停電時に絶縁油を採取、PCB 濃度を測定して判別 

平成７年(1995 年) 
以降 

PCB 含有の可能性不明 
☞絶縁油の交換や継ぎ足しが行われた、又は記録がないも
のは、絶縁油を採取して PCB 濃度を測定して判別 
※油の入れ替えがない場合は PCB 含有の可能性なし 

コンデンサー等 
（絶縁油封じ切り機器） 
 
※使用中の機器に穴をあけ
た時点で、使用ができなくな
りますのでご注意ください。 

平成 2 年(1990 年) 
以前 

PCB 含有の可能性あり 
☞穴を開け、絶縁油を採取して PCB 濃度を測定して判別
（穴を開けた時点で、使用ができなくなります。） 

平成 3 年(1991 年) 
以降 

一部のメーカー以外は PCB 含有の可能性なし 
※東芝やニチコン製のコンデンサーについては、平成 16 年
（2004 年）まで PCB 含有の可能性があります。 
（メーカーHP を確認してください） 

２．非自家用電気工作物（低圧コンデンサー） 
電気機器 判別方法(PCB 濃度が 0.5mg/kg を超えているか) 

建物の分電盤や壁面に設
置された低圧コンデンサー 

① 建物の壁面や分電盤内の「低圧コンデンサーの銘板」や「Ｘ線装置、電気溶接機、
昇降機等の銘板」を見て、「メーカー名」「製造年」「型式」を記録 

② 記録した内容によりメーカーに PCB 含有の有無を確認 
③ PCB 含有の疑いありの場合、上記の通り PCB 濃度を測定し判別 
※東芝やニチコン製のコンデンサーについては、平成 16 年（2004 年）まで 

PCB 含有の可能性があります。（メーカーHP を確認してください） 

Ｘ線装置、電気溶接機、
昇降機等に組み込まれた
低圧コンデンサー 

 
変圧器・コンデンサー等のメーカーお問い合わせ窓口  
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■調査結果回答 
同封の依頼文書・リーフレット・参考資料等を参照して調査実施後、該当する項目の□にチェック「✔」をご記入ください。 

管理番号  

住居表示  

設問１ 
すべての方にうかがいます。 
変圧器等（油の入れ替えができるもの）の機器を所有していますか︖ 
□ はい     →設問２へ □ いいえ  →設問５へ 

設問２ 
設問 1 で「はい」と回答した方にうかがいます。 
所有している変圧器等の機器は、1994 年以前に製造されたものですか︖ 
□ はい     →設問４へ □ いいえ  →設問３へ 

設問３ 

設問 2 で「いいえ」と回答した方にうかがいます。 
所有している変圧器等の機器について、これまでに油の入れ替えまたは継ぎ足しを行ったことがあります
か︖ 
□ はい・不明 →設問４へ □ いいえ  →設問 5 へ 

設問４ 

設問 2 で「はい」、または設問 3 で「はい・不明」と回答した方にうかがいます。 
所有している変圧器等の機器について、該当するものすべてにチェックしてください。 

【変圧器等】 廃棄物保管中 使用中 

低濃度 PCB 含有 □ □ 

PCB 未分析（不明） □ □ 

PCB 含有なし □ □ 

設問５ 

すべての方にうかがいます。 
1990 年以前に製造された、油の入れ替えができないコンデンサー等の封じ切り機器を所有しています
か。なお、東芝製またはニチコン製の場合は、2004 年以前に製造されたコンデンサー等の機器を所有し
ているかについて回答してください。 

□ はい  →設問６へ □ いいえ  →ここまでで調査回答終了 

設問６ 

設問 5 で「はい」と回答した方にうかがいます。 
所有しているコンデンサー等の機器について、該当するものすべてにチェックしてください。 

【コンデンサー】 廃棄物保管中 使用中 

低濃度 PCB 含有 □ □ 

PCB 未分析（不明） □ □ 

PCB 含有なし □ □ 

→すべての調査回答終了  ご記入ありがとうございました。 
 

■回答提出方法 
下記の３つの方法から 1 つ選んでご提出をお願いします。 

① 郵送回答 
（同封の返信用封筒に 

入れて投函してください。 
切手は必要ありません） 

② WEB 回答 
（二次元コードを読み取り、回答してください） 
 

③ FAX 回答 全日 24 時間受付 
0120-851-079（必ず 1、4 ページを送信してください） 

 


